
社 会 福 祉 法 人 東 陽 会 

役 員 等 報 酬 規 定  

 

 

第１条  この規定は、社会福祉法人東陽会の役員等の報酬に関し定める。 

 

 

第２条  役員等とは、理事、監事、評議員、評議員選任解任委員とする。 

   

２ 但し、社会福祉法人東陽会において、職員給与が支給されている役員

等に対して報酬は支給しない。  

 

 

第３条  役員等の報酬は、１回１日につき 1万円とする。 

 

  ２ 当法人の役員報酬の総額は事業年度において５０万円以内とする。 

 

 

付則    この規定は、平成１５年  ３月１９日から施行する。 

        

 一部改定    平成１５年１２月１２日 

        一部改定    平成１８年  ５月２８日 

        一部改定    平成２１年  ５月２８日 

        一部改定    平成２２年  ８月１９日 

    一部改定  平成２７年 ９月 ３日 

    一部改定  平成２９年 ３月３１日 

    一部改正  令和 ２年 ６月１９日 


